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＜発明者＞ 

発明は自然法則を利用した技術的思想の創作という事実行為 

 →発明を生み出す発明者たるものは自然人にのみ認めるべき。 

 

＜特許を受ける権利の帰属＞ 

 ・産業界の要望 

 ・現行制度の実態（予約承継） 

 ・現行制度に起因する無駄コスト削減への実効性 

  →使用者帰属は認容可能 

 

＜発明報奨＞ 

           ・発明者の貢献：価値の創造 

           

 

 

 

 

 

 

 

＜報奨の詳細＞ 

・多彩なレパートリー 

・企業の競争原理 

・研究者の意識(*1) 

・一律最適の困難性 

「発明奨励」 

＜職務発明制度に関する意見＞ 

＜概要＞ 

１．発明者：自然人たる従業者 

２．特許を受ける権利：使用者帰属（従業者の対価請求権無し） 

３．発明報奨：法的に担保 

４．報奨の詳細：自由裁量、ガイドライン 

＜対象＞ 

・中小・ベンチャーを含む企業、一般的雇用契約による従業者 

・大学発明、スーパー発明者、フリーランス等は別途検討要 

＜改正要否検討＞         

                 ＜双方の利益＞ 

                 ・極めて衡平 

                 ＜衡平担保の負担＞ 

                 ［使用者側］ 

                  ・紛争未然防止コスト 

                  ・紛争対応コスト 

                 ［従業者側］ 

                  ・紛争対応コスト 

                  

                  双方に労多く益小 

                  

                  

使用者 

独占の利益 

（発明者） 

従業者 

特許を受ける権利 

   承継 

対価 

 

技術 

水準 

使用者の貢献 

(チームの貢献) 

使用者の貢献等考慮 

・設備・権利化・事業化 

・交渉・処遇等 

進歩性

発明 

発明奨励を損なわない 

制度改正に異論なし 

特許の核 

新たな「価値」 

労働時間に捕らわれない特別な知的活動 

 

労使契約外、追加「発明報奨」法的担保 

・チームの貢献：付加価値の提供 

・未整備企業のため 

 ガイドライン公表、ＡＤＲ機関設置 

・報奨規定整備された企業は自由裁量 

 

 

正当評価 
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